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【 要 旨 】 

 
 
Ⅰ．財政危機を契機に国と都道府県、市町村の役割分担見直し、市町村の統廃合が不可避

の状況にある。これに関して、地方分権改革推進会議が「ナショナル・ミニマムの達成か

らローカル・オプティマムの実現へ」という方向を示した。経済財政諮問会議も、「負担に

値する質の高い小さな政府実現のための歳出改革」を強調した上で、「国庫補助負担金、交

付税、税源移譲を含む税源配分のあり方を三位一体で進める」という方針を明らかにして

いる。 
 
Ⅱ．国が地方自治体の信用を担保していることもあり、わが国には地方自治体の破産に関

する法制度上の定めがない。替わりに国による強制的な救済策として準用再建方式という

仕組みが設けられている。しかし、準用再建団体転落の抜け道があるため、実質財政破綻

した地方自治体の抜本改革が先送りされる結果になっている。 
 
Ⅲ．岐阜県や青森県が自己評価した結果によれば、住民に対して行政サービスを最も効率

的に提供するという観点から見直すと、国や市町村、民間に移管することで都道府県が担

うべき行政サービスを約半分に縮小できる。さらに、警察業務を都道府県から完全に切り

離し、公立大学、公立病院を非公務員型独立行政法人または民営化するという発想に立て

ば、都道府県が提供する行政サービスは約 4分の１に縮小可能と思われる。 
 
Ⅳ．非公務員型独立行政法人化に向けての最大のバリアーは、給与と退職金といった金銭

面の処遇が民間勤労者より公務員の方が良く、公務員側にインセンティブがないことであ

る。ちなみに、国家公務員に準拠している地方公務員の退職金は、民間勤労者退職金より

約２０％高い。国・地方公務員の老後生活資金積立不足の現在価値は１４３兆円であり、

それ自体が財政圧迫要因である。 
 
Ⅴ．従って、行政サービスのディスインターミディエーション（都道府県の卸機能の縮小）、

非公務員型独立行政法人化といった行財政改革の潮流を加速するためには、「公務員の処遇

は民間勤労者の平均的水準に合わせる」という基本原則に立ち返り、公務員退職金の２０％

引き下げ、地方公務員共済年金・国家公務員共済年金と厚生年金の統合といった措置をセ

ットで実施する必要がある。 
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ェアが５０％を超えることを意味する。この県立病院を核としたネットワークに共通の電

子カルテシステムを導入し患者情報、経営資源の共有を行えば、アメリカで急成長してい

る医療事業体ＩＨＮ（Integrated Healthcare Network 詳細は拙著「人口半減：日本経済
の活路」＜東洋経済新報社＞参照）と同様の仕組みを創造することが可能である。 
［タイプⅡ型］農協系厚生連病院ネットワークとの対等な関係 
 わが国には公立病院以外に「その他公的病院」に分類される病院として、農協系厚生連

病院、済生会病院、赤十字病院などが全国に存在する。長野県には佐久総合病院をはじめ

１１の厚生連病院があり、低いコストで質の高い医療を提供している。従って、この厚生

連病院ネットワークに公立病院が加われば、強力な医療事業体が誕生する。 
［タイプⅢ型］大学付属病院、企業グループとの対等な関係 
 茨城県の場合、公立病院が提供する医療サービス総額は年間３２９億円（２０００年度）

と大きくない。しかし、県内には先端医療を担う筑波大学付属病院と医療分野に注力して

いる日立グループを有している。従って、公立病院、筑波大学付属病院、日立グループが

連携して医療事業体を創り参加を希望する他医療機関も受け入れるオープンな仕組みを構

築すれば、医療産業集積に進化すると期待できる。 
［タイプⅣ型］複数の大学付属病院が形成するネットワークに公立病院が参加 
 ２００２年９月１０日に福岡市が「ふくおか健康未来都市構想検討委員会」を発足させ

た。これは約４千億円をかけた造成地“アイランドシティ”の活用策を考えるプロジェク

トだが、メインテーマは福岡市を中心とした地域医療圏に医療産業集積を創造することで

ある。委員会メンバーには九州大学、福岡大学、久留米大学の各医学部長、福岡市医師会

長が入っており、筆者もメンバーの一人である。拙著「人口半減：日本経済の活路」で解

説したとおり、福岡は医療産業集積の最有力候補なのである。 
 
このように公立病院を核にした連携ネットワークには異なるタイプが想定されるが、ス

タート時点で取り組むべきことは共通しており、次の５つである。 
① 電子カルテシステムのＡＳＰ（Application Service Provider）事業を通じたデータベー
ス構築。取り組むべきデータベースには臨床データベース、コスト分析データベース、

地域医療費データベースの３つがある。これらのデータベースを構築できた地域に政府

や企業の研究資金が集中する。 
② 臨床治験サービスネットワークの構築 
③ 共同購買会社設立による医療物流コスト削減と医療機関に対するコンサルタント事業 
④ ｅ－ＩＣＵ（遠隔集中治療システム）の開発。これは、一人のＩＣＵ専門医で約５０人

の患者をリアルタイムで監視できる仕組みであり、医療の質向上とコスト削減に大きな

効果があることが立証された。そのため、２００２年３月時点でバージニア州の医療事

業体センタラにしか配備されていなかったが、６月にブッシュ大統領が医療改革の目玉

の１つとして委員会を設置したことから、現在アメリカ国内で急速に普及しつつある。 
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⑤ スポーツ医学施設を始めとする各種リハビリ施設事業。 
上記はいずれも筆者がコーディネーターとして参加した２００２年３月のアメリカ医療

ネットワーク（ＩＨＮ）調査団で確信を得たことである。重要なことは、「わが国にはアメ

リカのＩＨＮや医療産業集積と類似の社会システムを創造するための部品は全て揃ってい

る。足りないのは地域社会のコンセンサスのみ。」という事実である。 
 
５．非公務員型独立行政法人化に向けての課題 
 
(1)非公務員化にインセンティブがない 

 政府は、独立行政法人化した国の機関の最終段階は全職員の非公務員化であることを明

らかにしている。従って、公立大学や公立病院も非公務員型独立行政法人を目指すことに

なると思われる。その手順として、「第１段階：公務員型独立行政法人とすることにより事

業体の自己責任の範囲と税金投入のルールを明確にする」⇒「第２段階：民間に委託した

方が効率が高まる業務を徹底的にアウトソーシングする」⇒「第３段階：職員全員を非公

務員化する」といったことが想定される。 
しかし、現在公務員である人々の立場から言えば、公務員から民間勤労者になるインセ

ンティブがない。雇用不安の時代の中で公務員だけは雇用継続が保障されていることに加

え、給与と退職金といった金銭面の処遇が民間勤労者より公務員の方が良いからである。 
 公務員の給与体系に関しては、まず国家公務員の給与体系が職種別に詳細に定められて

いる。その水準は、民間勤労者の平均的給与を目安に決めることになっている。一方、地

方公務員の給与体系は国家公務員に準拠することを条件に、地方自治体側に一定の裁量権

が与えられている。その結果、１９７４年にはラスパイレス指数（国家公務員の給与を１

００とした場合の地方公務員の給与水準を表わす指数）が地方自治体平均で１１０．６と

いう異常事態も生じたが、２００１年にはラスパイレス指数は１００．５まで下がり、地

方公務員給与と国家公務員給与がほぼイコールの状況にある。 
 しかし、景気低迷と雇用不安の中で民間給与が大幅に低下した結果、今や公務員給与が

民間勤労者の平均的給与を上回るに至った。また、公務員の職種間の給与差は民間勤労者

のように市場の需給が反映されない。そのため、職種によっては公務員と民間勤労者の間

の給与格差が一層顕著に現れている。 
図表⑪は、病院の設置者別の常勤職員１人平均給与月額比較である。私的医療法人と個

人病院の医師給与が自治体病院や国立病院などの公務員医師より高いのは、病院オーナー

であるから当然である。問題なのは、医師以外の看護婦、薬剤師、事務職員の職にある公

務員の給与が同じ職種の民間職員に比べて数十％も高いことである。とりわけ、事務職員

給与を見ると、私的医療法人２８万円、個人病院３２万円に対し都道府県・指定都市立４

５万円、国立病院４６万円と５０％前後の格差がある。これは、公務員給与が収益への貢

献度に関係なく年功で決まること、アウトソーシングすべき配膳担当者等に５０歳代のケ
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ースで約８００万円もの年収を支払っていることが原因である。 
 
図表⑪ 病院の設置者別の常勤職員１人平均給与月額比較       （単位 万円）         

病院設置者 医師 看護婦 薬剤師 事務職員 
都道府県・指定都市 98    42     47     45 自治体 
市町村 103    38     42     40 

国立病院 88    37     47     46 
大学病院 47    37     40     44 
その他公的 96    34     40     36 
公益法人・社会福祉法人 92    34     36     31 
医療法人 110    31     32     28 

 
私的 

個人 127    35     35     32 
（注）その他公的＝厚生連、済生会、赤十字、社会保険関係団体 
（出所）病院経営実態調査報告＜平成 13年 6月現在調査＞より作成 
 
図表⑫ 退職金の官民比較 

民間勤労者 
大学卒（管理・事務・技術職）のケース 

国家公務員 
（地方公務員は国家公務員に準拠） 

勤続年数  退職金支給月数 （金額：万円） 
20～24    20.6 ヶ月分        1,088 
25～29       32.3 ヶ月分        1,762 
30～34       42.5 ヶ月分        2,743 
35年以上     49.3 ヶ月分        3,203 
 
 全体平均      45.3 ヶ月分        2,871 

 勤続年数  退職金支給月数 
  20年   34.65 ヶ月分 
  25年   44.55 ヶ月分 
  30年   54.45 ヶ月分 
  35年   62.7  ヶ月分 
  40年   62.7  ヶ月分 

（注）国家公務員の退職金は「国家公務員退職手当法」の３条、４条、５条に基づく。 
（出所）民間企業は「平成 13年度労働統計要覧」。国家公務員は「公務員給与便覧 2000」。 
 
 図表⑫は、退職金の官民比較である。定年退職扱いとなる勤続年数３５年以上のケース

で見ると、民間勤労者の退職金が４９．３ヶ月分であるのに対し公務員は６２．７ヶ月分

である。つまり、公務員の退職金は民間勤労者対比で平均１．２７倍（注）なのである。 
 しかも「地方公務員給与のチェクポイント」（出版社：ぎょうせい）によれば、次のよう

な理由から、地方公務員退職金は国家公務員退職金より高くなっている。 
＊ 退職手当算出の基礎となる給料月額が高い。 
＊ 退職時の特別昇給が多い。⇒退職時の給料月額上乗せが目的の不正。 
＊ 役職者に一定額を加算して支給する役職加算、根拠のない附加給付的な勤続加算、勧奨
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加算等の加算制度を設けている。 
＊ 最高限度額が設けられていなかったり、設けられていても一般の団体の例よりも引き上

げられている。 
（注）最近総務省が「国家公務員退職金は民間より５．６％高い」という調査結果を発表した。

図表⑫より乖離幅が小さい理由は、従業員１００名以上と退職金条件の良い企業をサンプルにし

た結果、民間退職金の水準が民間勤労者全体の平均より高く算出されているためと思われる。 
 
(2)公務員の老後生活資金の積立不足は１４３兆円 

 地方財政白書によれば、地方公務員退職者に対する退職金支払額は年間２兆１千億円（２

０００年度実績）である。これに国家公務員の退職金８千億円を合わせると国民が負担し

ている公務員退職金は年間２兆９千億円である。問題は、高度成長期に大量採用した公務

員の退職がこれから始まる中で、公務員退職金の財源がほとんど積み立てられていないこ

とである。国民が今後２０年間で税金を通じて負担しなければならない公務員退職金の現

在価値をラフに計算すると、地方公務員分３５兆円、国家公務員分１４兆円の合計４９兆

円と巨額にのぼる。 
 新聞報道によれば、片山総務相が９月６日の衆院総務委員会で、国家公務員の退職手当

を２００３年度から約１０％引き下げることを表明した。これが実施されれば、国家公務

員に準拠している地方公務員の退職金も１０％引き下げられることになる。しかし、前述

のとおり、公務員の退職金は民間勤労者対比で平均１．２７倍である。国と地方自治体の

厳しい財政状況並びに公務員の給与・退職金は民間勤労者の平均的水準に合わせるという

基本原則を勘案すれば、引き下げ幅は１０％ではなく２０％（何故なら 1.27Ｘ0.8≒1）に
すべきである。 
 もちろん政府が決定した引き下げ幅を１０％ではなく２０％に拡大することには、公務

員側からの強い反発が予想される。しかし、公務員も一枚岩ではない。財政危機の中、退

職が近い高齢公務員が現行の高額退職金をもらい続けるほど若い公務員の退職金財源の枯

渇リスクが高まるからである。この点については、所沢市財政課勤務の肥沼位昌氏が開設

しているホームページ（http://homepage1.nifty.com/hisui/index.htm）に、次のような興
味深い指摘が掲載されていた。 
「・・・こうした状況について、先日、瀬戸内海に面するある市の財政課長さんと話をす

る機会があったところ、これは自治体職員の世代間問題であるということで意見が一致し

た。つまり、退職直前の管理職は職員定数の問題や退職金問題について、いい加減な対応

をしていても、財政破綻前であれば、自分の分の退職金はしっかりと確保して退職できる。

しかし、団塊の世代、もしくはそれ以降の世代は、こうした管理職の甘い取組みの影響で、

満足な退職金を得られず、暗い老後を送らざるをえなくなる可能性がある。・・・」 
 ちなみに２０％引き下げは、公務員退職金の最高支給月数を６２．７ヶ月から民間勤労

者並みの５０ヶ月にすることを意味する。現行制度で５０ヶ月の退職金をもらうことにな
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るのは、２２歳で公務員になった者が５０歳で退職した場合である。そこで、２０％引き

下げのためには、５０歳以上については貢献度に応じた年俸制とし、頑張り続ける人材に

は“＋α”で報いるといったインセンティブの導入が必要と思われる。 
 一方、公務員の退職後生活資金に対する国民負担という観点からは、地方公務員共済年

金の積立不足が６８．７兆円（総務省推計）、国家公務員共済年金の積立不足が２５．２兆

円（財務省推計）あることを忘れてはならない。すなわち、退職金と年金を合わせた公務

員の老後生活資金の積立不足で今後国民が負担しなければならない金額は、地方公務員に

対するものが１０４兆円、国家公務員に対するものが３９兆円、合計１４３兆円なのであ

る。 
 さらに、行財政改革を成果として非公務員化（⇒共済年金の保険料負担者の減少）が進

めば、地方公務員共済年金と国家公務員年金の収支がさらに悪化し国民負担も増大する。

これを解決し、公務員と民間勤労者の間に処遇格差を生じさせないためには、両公務員共

済年金と厚生年金を統合することが急務であると思われる。 
 
６．おわりに 
 
 冒頭に述べたとおり、１９９０年代以降のＩＴ普及により多くの産業で生産者が最終ユ

ーザーに直結する“卸機能の中抜き現象（ディスインターミディエーション）”が起きてい

る。このメカニズムの枠組みは行政サービスにも当てはまることは、政令指定都市が都道

府県の存在を必要としていないことからもわかる。つまり、現在進められている市町村合

併により行政サービスの現場を担う市町村の規模が一定レベルに達すれば、地域住民から

みて行政サービス提供に都道府県が介在する意味が薄れると思われる。このような行財政

改革の潮流を加速させるためには、本稿で提言した「公立大学、公立病院など地方自治体

が運営している事業体は非公務員型独立行政法人に改編する」、「公務員の退職金を２０％

引き下げ民間勤労者の水準に合わせると同時に、公務員全員を５０歳時点で年俸制に移行

する」、「地方公務員共済年金、国家公務員共済年金と厚生年金を統合する」という政策も

セットで行う必要があるのである。 




